
令和8年6月1日施行　改定料金

料金合計
(税込)

基本料金

②

加算金額

③

100L以下分

(最低料金)
⑤

100L超分

⑥

(消費税率10％)

⑦

3,000円 下表a参照 一律800円 8円/L×超過量

1,000円 0円 一律800円 8円/L×超過量

加算金額
③

10,000円

7,000円

当日指定 5,000円

時間指定 3,000円

午前午後指定 2,000円

日付指定のみ 1,000円

日時指定なし(当社作業計画に
より作業。受付日より約1週間
以内位)

0円

基本料金
(税抜)

従量料金
(税抜)

税抜料金計
税込料金計

(消費税率10％)

① ④ ①＋④ ⑦

3,000円 800円 3,800円 4,180円

3,000円 0円 3,000円 3,300円

0円 0円 0円 0円

《し尿汲取ご依頼時の注意点》

《お客様へのお願い》

株式会社 松岡清掃公社

※営業時間内とは、現地作業終了後指定処理場に運搬投
入後帰社し事務処理等が終了する時間を営業時間に含む
為、遅くとも終業時間１時間前を現地作業終了時間と
し、また現地作業開始は早くとも8時30分以降としま
す。

※営業日とは、土・日・祝日及び当社の定めた休日(夏
季休暇・年末年始休暇等)と特別臨時休業(災害時等)を
除いた日とします。

　収集されたし尿・浄化槽汚泥は、指定のし尿処理場へ原則当日内に運搬投入しなければなりません。その処理場へ
の投入量は処理場の処理能力に応じて前月に各社別に日毎の投入量が割り当てられ、その範囲内で社内の作業計画を
立てている関係上、急なご依頼で作業できる量が限られております。依ってお客様には早めのご依頼をお願い致しま
す。

　仮設トイレのし尿汲取をご依頼される場合、必ずお電話にて当社事務員と依頼内容の確認を行っていただきます様
お願い申し上げます。そのお電話を以てご依頼受付完了とさせていただきますのでご注意の程重ねてお願い申し上げ
ます。

作業当日現場到着後(未作業時)

作業当日現場到着前

作業前日(営業時間内)迄の電話

　令和8年6月1日より熊本市の仮設トイレのし尿汲取料金が以下のように改定となります。

仮設トイレし尿汲取料改定のお知らせ

※改定前は1現場毎に請求または領収伝票を発行しておりましたが、改定後は仮設トイレ1台毎の発行となります。
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( ①＋④ )×1.1

同一敷地内であってもバキューム車の移動、ホースの巻取り等が必要な場合は別現場とみなし、1台目からの計算とす
る。

仮設トイレ1台目

仮設トイレ2台目以降1台毎
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営業時間外指定(深夜作業を除く)

営
業
時
間
内

従量料金(税抜)　④
④＝⑤＋⑥

仮設トイレ設置条件

1現場(同一敷地内)1回毎

基本料金(税抜)　①
①＝②＋③

料金

キャンセル連絡

日時または現場の変更もキャンセル案件とする。FAX・メール等でのキャンセルは翌営業日以降の
連絡として取扱う為、必ず営業時間内に電話にて連絡する事。

※原則当社では深夜時間帯のし尿汲取作業は受付致しま
せん。


